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まちづくり整備基準条例第７条
開発許可等の基準に関する条例第３条

　　市街化区域における区画割 （最低敷地面積）

（地区計画条例により別に定めがあるものを除く）

１）　２３０㎡未満

２）２３０㎡以上３３０㎡未満

３）３３０㎡以上

後退線 各区画は、最低１００㎡以上

１区画 ２区画 ３区画

４区画 ５区画 ６区画 例：（３６０＋３６０）÷１３０＝５．５
　　　　５．５を四捨五入→６
　　　　６区画まで

１区画

各区画は、最低１００㎡以上

Ⓐ＋Ⓑ＝Ｃ　　Ｃ÷１３０＝戸数
　　　（小数点第１位四捨五入）

１区画

後退線

後退線

２区画

３３０㎡以上の場合

開発区域から、
公共施設を除いた部分

２３０㎡未満の場合

開発区域から、
公共施設を除いた部分

開発区域から、
公共施設を除いた部分

２３０㎡以上３３０㎡未満の場合

２区画まで

指定市道

指定市道

指定市道

Ⓐ

Ⓑ

開発による道路


